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KJKだより

晩夏の候を迎え、皆様にはますますご健勝のこととお喜びを申し上げます。
さて、公益社団法人香川県浄化槽教会は、浄化槽法に基づく検査機関として香川県

知事から指定を受けて30年が経過いたしました。
これを記念して、本日、検査機関県指定30周年記念式典のご案内を申し上げました

ところ、国会議員の先生方、香川県知事浜田恵造様をはじめ、多数のご来賓のご出席
を賜り、かくも盛大に記念式典を挙行出来ます事、心より感謝申し上げます。

当協会が法定検査を通じて香川県の水環境保全並びに水と緑の美しいまちづくり事
業の一翼を担ってまいることができましたのは、これ偏に県、市、町の行政機関をは
じめ、会員の皆様や関係各位の多大なるご指導、ご協力の賜と深く感謝申し上げます。

思い起こせば、昭和55年10月から廃棄物処理法に基づく法定検査を開始し、浄化槽
法施行に伴い、昭和61年₃月に香川県知事から浄化槽法に基づく検査機関の指定を受
け、法定検査を実施して参りました。平成₇年に高松市鶴市町に検査事業部を開設
し、協会自らがBOD検査を実施する体制を整備し、長年の懸案であった検査部門も
統合した新社屋を現在地に開設致しました。平成16年₄月からは全浄化槽管理者に11
条検査を推進し、急激な検査基数の増加により手狭になった水質検査室の増築をし、
平成24年₄月に事務室を増築し現在に至っています。

また、公益法人制度改革に伴う「公益社団法人」への移行は、香川県の認定を受
け、平成23年₄月₁日に登記を完了し、名称も「社団法人 香川県浄化槽センター」
から「公益社団法人 香川県浄化槽教会」に変更いたしました。

平成27年度には、11条検査については₇万基を超える法定検査を実施し、受検率も
47.6％となり、50％が目前となってまいりました。

今後、11条検査の更なる受検の推進に努め、法定検査の充実を図り、浄化槽を通じ
て香川県の水環境の保全に向けて邁進してまいる所存ですので、今後とも、ご指導、
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、皆様方のご健勝とご活躍を記念してご挨拶といたします。

ごあいさつ
公益社団法人
香川県浄化槽協会
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検査機関県指定30周年記念式典・祝賀会式次第

○記念特別講演（16：30～17：20）� 讃岐の間　

テーマ　　「生活排水処理の在り方」

講　師　　  公益財団法人日本環境整備教育センター 

理事　国安　克彦　氏

○記念式典・祝賀会（17：30～20：00）� 瀬戸の間　

開会のことば

会長あいさつ

30年のあゆみ

感謝状贈呈

来賓祝辞

来賓紹介

祝電披露

乾　　杯

祝　　宴

アトラクション

万歳三唱

閉会のことば



「よみがえる水」No.82
■発 行 年 月	 平成28年8月
■発　行　所	 公益社団法人	香川県浄化槽協会
	 〒761-8012 高松市香西本町1番地106
	 TEL(087)881-6600　FAX(087)881-6670
■発行責任者	 会長　山条　忠文
ホームページ	 http://www.kagawajk.jp
E メ ー ル	 kjc@shirt.ocn.ne.jp

●機関誌編集委員●

○三好光信	 (株)ハウステック高松営業所
小畠真治	 (株)フソウ四国支店
山崎健一	 シコク環境ビジネス(株)
堀家真大	 (有)森清掃社

○印は、委員長です
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年度 7条 11条 年度 7条 11条 年度 7条
11条

検査基数 受検率(％)

昭和61年 134 5,512 平成8年 6,581 9,475 平成18年 5,104 36,757 −

62 730 5,754 9 7,279 10,391 19 4,638 38,630 25.6 

63 2,588 5,977 10 6,522 11,194 20 3,690 42,111 26.8 

平成元年 2,786 6,463 11 6,211 11,303 21 3,397 45,768 28.5 

2 2,722 6,608 12 6,474 11,476 22 3,158 48,384 30.3 

3 2,953 7,170 13 5,407 11,945 23 3,185 50,794 31.7 

4 3,495 7,467 14 5,016 12,235 24 3,387 54,629 33.8 

5 5,488 7,891 15 4,822 12,938 25 3,046 60,839 37.3 

6 6,675 8,347 16 4,638 21,971 26 3,575 66,270 40.8 

7 6,738 8,812 17 4,612 34,348 27 3,339 70,773 47.6 

法定検査基数の推移

※平成16年4月から10人槽以下についても検査を実施しています。


